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幡屋地区の安全安心と未来を支える次世代交流センターの整備 

 

はじめに 

 幡屋交流センターは、地域自主組織である幡屋地区振興会において、防災、福祉、教育

等の地域づくりの活動拠点として使用されている。 

 しかしながら、昭和４３年６月に新築された本施設は、建物本体や建築設備の老朽化、

非耐震性、非バリアフリー化など多くの問題が出てきており、地域住民の安全性や利便性

の確保に支障が出てきている。 

幡屋地区では、令和元年７月から振興会役員及び自治会⾧等を中心とした「幡屋交流セ

ンター建設準備委員会」を立ち上げ、建設候補地や施設計画案など、独自で検討を進めて

おり、令和３年度には、幡屋財産区木材利用に関する要望書も提出され、地元木材を活用

した交流センター整備の要望も行われたところである。 

令和４年度、市と地域において、基本計画策定を行うにあたり、今後、幡屋交流センタ

ーを主として利用する若手世代を中心とした「幡屋交流センター検討委員会」を新たに立

ち上げ、５回の検討会議を行い、本基本計画をとりまとめたところである。 

 

 

〇令和４年度 幡屋交流センター検討委員会の開催状況 
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１．計画敷地の概要 

（１）敷地概要 

・都市計画区域内 用途地域指定なし 

・約 12,060.68 ㎡ 

・雲南市所有地（地目：宅地、学校用地、雑種地、青線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）法的規制 

・土砂災害警戒区域。特別警戒区域・・・区域外 

・浸水区域・・・区域外 

・がけ条例・・・２ｍ超のがけから、高さの 1.5 倍の範囲は建築制限あり 

・砂防河川 幡屋川（県河川） 

・遠所川（県河川） 

・農地法  農業振興地域（計画敷地内に農地はなし） 

・浄化槽地域（公共下水道区域外） 

 

２．現交流センターの概要（現交流センターパンフレットより） 

・建築年：昭和４３年６月竣工 

・延べ面積：598.15 ㎡  

・構造／階数：鉄筋コンクリート造／２階建て 

・諸 室：１階・・・ポーチ（12 ㎡）、玄関（14 ㎡）、ホール（38.93 ㎡）、事務室（22 ㎡）、 

          応接室（23.28 ㎡）、調理実習室（43.2 ㎡）、講義室（46.56 ㎡）、 
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小会議室（14.98 ㎡）、湯沸室・便所・廊下・階段室・シャワー室 

倉庫（53.33 ㎡）、福寿の間（49.51 ㎡)  【１階計 317.79 ㎡】 

２階・・・ホール（27.25 ㎡）、講堂（103.52 ㎡）、和室（68.51 ㎡）、 

     広縁（22.39 ㎡）、図書室（24.22 ㎡）、 

湯沸室・便所・廊下・階段室（34.47 ㎡） 【２階計 280.36 ㎡】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          外観                １階 講義室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         １階 福寿の間              ２階 講堂 

 

 

 

 

 

 

 

 

       １階 便所                １階 調理室 
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３．交流センターに必要な機能（雲南市交流センター施設整備計画より） 

＜基本機能＞ 

① 地域自主組織の活動拠点としての機能を発揮できること。（活動拠点機能） 

② 地域住民が寄りやすい場所であること。（立地環境） 

③ 地域住民（子ども～高齢者）が集える施設であること。（交流機能） 

④ 地域の防災拠点としての機能が発揮できること。（地域防災拠点機能） 

＜付加機能＞ 

⑤ 地域特性を活かすことができること。（地域特性機能） 

 

４．一般的な交流センターの諸室及び室機能 

（１）基本機能 

・事務室     （交流センター施設整備計画より４０㎡程度） 

・集会室・会議室 （交流センター施設整備計画より１５０㎡程度） 

・調理室     （交流センター施設整備計画より５０㎡程度） 

・倉庫 

・便所（多目的便所含む） 

・シャワー室 

 

（２）付加機能（施設の特性に応じた面積） 

・和室 

・給湯室又は給湯コーナー 

・授乳室 

・図書室又は図書コーナー 

・相談室 

・応接室又は応接コーナー 

 

【地域の特殊性と幡屋地区の公共施設の建築経緯】 

 幡屋地区は、公共施設の充実している大東町の街部からは遠隔の地にあり、街部と比較

して十分な公共施設が整備されていない状況がある。 

 また、当地区には固有の財産区があり、これまで、地区内外を問わず、公共施設の建設

に対して多額の資金を拠出してきた。地区内に限れば、幡屋中学校（S25 新築時に工事費

300 万円の内、100 万円以上）、現交流センター（S43 新築時に工事費 2,000 万円の内、

1,000 万円以上）、旧幡屋小体育館（S47 改築時に工事費 1,900 万円の内、300 万円以上）

などの施設に資金を拠出してきた。 



7 

 

 

５．交流センター機能のまとめ（ゾーニングモデル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．アンケート調査の結果（資料編参照） 

（１）集計結果概要 

・ 回答率 約 19％（86 枚／452 世帯） 

・ 男性 23％ 女性 77％ 

・ 回答者の年代 ①50～60 代（43％） ②70～80 代（33％） ③30～40 代（22％） 

  

（２）交流センターの利用頻度・利用目的について 

・ 年１回程度の利用が最も多く（55％）、続いて月１回利用（23％）が多かった。 

・ 地域活動等で利用される方が圧倒的に多く（59％）、続いて子ども活動・学校活

動であった。 

・ 幡屋交流センター以外を利用された経験がある方が半数を超えており、主目的と

しは地域活動（59％）、子ども活動・学校活動（37％）、集団検診等（16％）であ

った。 

・ 新しい交流センターができたら使いたいと思う方が約半数あり、利用したい設備

があれば利用するという意見が多かった（42％）。 

  

車
寄
せ  

外部 
トイレ

会議室 会議室 

 

共用廊下・ホール 

 

 

シャ

ワー 

会議室 会議室 

備蓄

倉庫 
調理室 

農村公園・駐車場・ゲートボール場・グラウンド 

トイレ 

玄 関 

和室 

事務室 

受付 

通用口 湯沸

図書・読書 

コーナー 

農村公園・駐車場・ゲートボール場・グラウンド 
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（３）自由記述のまとめ 

  〇交流センターのイメージ 

・明るい空間、平屋建て    

・入りやすい雰囲気 

   ・用事がなくてもちょっと寄れる 

   ・自由に時間が使える 

   ・休日でも自由に使える 

・開放日を設け誰でも集まれる 

   ・シンプルな計画 

   ・将来の維持管理を考えた幡屋地区に合った規模 

  

  〇新しい交流センターの利活用について 

   ・常設展示の開催 

   ・正月のかるた大会などの子ども活動の実施 

   ・昔ながらの遊び体験（子ども遊び会） 

   ・例祭等の地域行事の開催 

   ・中古品の交換市 

 

  〇子ども、若者、高齢者等の多世代の利用について 

   ・交流を生み出す場 

   ・学校帰りに寄って勉強ができる 

   ・午前中だけでも宿題や読書ができる 

   ・若者同士の交流 

   ・友人との談話、飲食 

   ・バーベキューができる場 

   ・バリアフリー対応の施設 

   ・高齢者は交流センターへ行くまでの問題がある 

 

  〇多目的な機能や設備の設置について 

   ・研修室、学習室、広い会議室・和室、喫茶コーナー（自販機設置）の設置 

・大小多様な会議室 

   ・トレーニングジム（健康器具の充実） 

   ・葬祭場機能 

   ・個室利用（勉強等）、WiʷFi の設置 

   ・和室や土足可能なテラス 

   ・展示や絵本が読めるスペース 
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１．新交流センターの基本コンセプト 
幡屋地区の安全安心と未来を支える次世代交流センターの整備 
・・・・新しい交流センターは、自然災害や感染症などから地域住民を守り、利用す

るすべての人を温かく迎え入れることができ、幡屋地区の住民が集い、多く

の住民活動によって地域の活力を育み、近年の社会情勢にも対応する機能

を備えた施設として整備する。 

 ◯現交流センターにおける問題点 

１．建物の性能や立地にかかる問題点 

・施設、設備の老朽化 

・耐震性の欠如（旧耐震基準の建築物である） 

・河川氾濫の不安（幡屋川、遠所川付近） 

 

２．機能や提供サービスに係る問題点 

・高齢者への対応不足（非バリアフリー化） 

・集会室が２階にあることの使いにくさ（災害時の避難

や高齢者利用時） 

・子どもや親子の集い、地域の若者の地域活動を促進す

る機能や施設が不足 

・事務室の狭さ 

・災害時の備蓄品と備蓄倉庫の不足 

・駐車場の不足 

・脱炭素社会への対応不足（災害時の自家発電等） 

◯市の行政の基本方針 

・まちづくり基本条例 

・総合計画・総合戦略 

・環境基本計画 

・総合保険福祉計画 

・子ども・子育て支援事業計画 

・交流センター施設整備計画 

◯国の公共施設整備基準 

 （基本性能基準） 

◯関係法令上の成約 

・バリアフリー法 

・建築物省エネ法 

・県景観条例 

・建築基準法 その他 

◯解消すべき課題 

・施設、設備の老朽化の解消 

・耐震性の確保による災害安全性の確保 

・通常利用時も災害時にも対応できるゆとりのあるスペースの確保 

・シャワー室等の災害に対応できる機能の整備 

・駐車場不足の解消 

・バリアフリー化やユニバーサルデザインによる高齢者対応 

・子育て世帯、地域の若者が集まりやすい環境・機能の整備 
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２．整備方針 

【整備方針１】 防災拠点に相応しい、多機能で安全・安心な交流センター 

        ・・・災害時に対する安全性確保、防災拠点機能の充実を図る。 

 

【整備方針２】 高齢者から子どもまでやさしく誰もが利用しやすい交流センター 

 

【整備方針３】 若者や親子の地域活動を支える交流センター 

        ・・・誰もが利用しやすく、集まりやすい設備や交流機能の充実を図る。 

 

【整備方針４】 環境にやさしい自然を活かした快適な交流センター 

        ・・・自然と調和した環境にやさしい施設を整備する。 

 

◯施設を構成する要素 

・災害時の安心・安全な避難 

・ゆとりのある施設内空間 

・子どもや若者が行きたくなる場所 

・シンプルで派手でない 

・自然との調和（周辺環境、自然エネルギー、財産区木材の利活用） 

 

 

３．新交流センターの導入機能や設備等 

【整備方針１】 防災拠点に相応しい、多機能で安全・安心な交流センター 

・防災拠点機能の充実 

・住民がくつろげるゆとりのあるスペースや交流機能の充実 

・十分な駐車場の確保と敷地内の利便性の高い車両動線の確保 

【整備方針２】 高齢者から子どもまでやさしく誰もが利用しやすい交流センター 

・誰もが利用しやすいユニバーサルデザインと高齢者等への配慮 

【整備方針３】 若者や親子の地域活動を支える交流センター 

・農村公園等の自然環境と一体となった施設の整備 

・いつでも気軽に利用でき、やりたいことが実現できる交流スペースの

整備 

【整備方針４】 環境にやさしい自然を活かした快適な交流センター 

・自然エネルギーを活用した脱炭素社会に適応した機能 

・地域素材の活用（幡屋財産区所有の木材等）※雲南市木材の利用促進

に関する基本方針（平成２５年３月２９日施行）による。 
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１．建築計画 

（１）建物形態  【原則、平屋建て】 

 比較的広い計画敷地の有効利用と高齢者利用の観点から、建物の階数は原則平屋建てと

する。 

 

（２）施設規模 

 施設面積については、他の交流センターの状況も考慮することとなるが、日常の活動が支

障なく行われるだけでなく、大雨や災害発生時の指定避難所としての防災拠点機能が十分

発揮できる規模を検討する。 

 なお、施設内において、会議室等については、単に壁で仕切るのではなく、可動間仕切り

により、状況に応じて室面積が変えられるフレキシブルな設計とする。 

 

 【参考】近年、新築した交流センターの建設規模と住民一人当たりの施設面積 

施設名 延べ面積 地区人口 住民一人当たり施設面積 

多根交流センター（H25 新築） 448 ㎡ 418 人 1.07 ㎡ 

松笠交流センター（H26 新築） 444 ㎡ 301 人 1.46 ㎡ 

掛合交流センター（H29 新築） 800 ㎡ 1353 人 0.59 ㎡ 

春殖交流センター（H30 新築） 610 ㎡ 2,119 人 0.29 ㎡ 

加茂交流センター（R3 新築） 855 ㎡ 5,668 人 0.15 ㎡ 

（参考）現幡屋交流センター 598 ㎡ 1,400 人 0.43 ㎡ 

 

 

（３）所要室の面積等の設定 

 所要室の設定は、交流センター施設整備計画及び幡屋交流センター建設準備委員会での

検討結果を踏まえ設定するものである。各室の床面積については、今後も継続して検討を行

い、幡屋地区にふさわしい交流センターの規模を決定していく。 

 なお、整備計画に基づき追加する機能として、①災害時に必要となるゆとりある避難スペ

ースとして、会議室面積（50 ㎡）、②若者や子どもが集える多目的交流スペース・図書コー

ナー（50 ㎡）を幡屋独自の機能とし、下表の面積に追加することとする。 

 

【参考 交流センター施設整備計画より抜粋】 

基本機能に加え、地域計画に定めるなどし、中⾧期的に地域活動にとって必要と認めら

れる機能は、当該地域自主組織との協議により、必要な機能を追加することができる。 
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 【所要室の面積】 

機能区分 室名等 
収容

人員 

一人

面積 

利用回数 

利用時間 
室数 室面積 

設計上の留

意点 

研修部門 

大会議室 

（小会議

室×４） 

150

人 
1 ㎡ 1～2 時間 4 150～200 ㎡ 可動間仕切 

会議室 50 人 1 ㎡ 1～2 時間 ― 50 ㎡ 追加機能① 

活動部門 

和室 23 人 2 ㎡ 1～2 時間 1 40～95 ㎡ 20 畳 

調理室 15 3 ㎡ 1～2 時間 1 50～70 ㎡ 調理台 3 台 

多目的室 25 人 2 ㎡ 1～2 時間 1 50 ㎡ 追加機能② 

管理部門 
事務室 4 人 5 ㎡ 8 時間 1 50～70 ㎡ 相談・応接室含む 

倉庫 ― ― ― 2~4 50～100 ㎡ 備蓄倉庫含 

計 ― ― ― ― ― 440～635 ㎡  

※共用 

空間率 
― ― ― ― ― 170 ㎡～245 ㎡ 38.6% 

合計 ― ― ― ― ― 610～880 ㎡  

※共用空間率：玄関、ホール、トイレ、シャワー室、湯沸室等共用部の施設全体に対する割

合 

【他交流センターの共用空間率（共用部分の床面積／室面積）】 

 ・多根交流センター  ３５．９％（１１８．５㎡／３３０㎡）延べ面積４４８㎡ 

・松笠交流センター  ３７．９％（１２２㎡／３２２㎡）  延べ面積４４４㎡ 

 ・掛合交流センター  ３１．８％（１９３㎡／６０７㎡）  延べ面積８００㎡ 

 ・春殖交流センター  ５７．２％（２２２㎡／３８８㎡）  延べ面積６１０㎡ 

 ・加茂交流センター  ３０．０％（１９７㎡／６５８㎡）  延べ面積８５５㎡ 

 ※上記を踏まえ、幡屋交流センターの共用空間率は、多根、松笠、掛合、春殖、加茂の流

センターの共用空間率の平均値である３８．６％に設定する。 

 

（４）建物配置計画 

 別図に示す通り、大きく４つのパターンが考えられる。 

 災害時等の安全性、利用者の利便性、快適性、敷地活用の合理性、建設コストなどの経済

性等、総合的に判断した計画を選定する。 

 また、計画敷地においては、消防団の詰所・機庫、体育協会の倉庫等の建設の要望がなさ

れている。未定の事項ではあるが、将来的には、これらの建築と交流センターが一体となっ

て機能することも視野に入れた設計とすることが重要である。 
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（５）外構計画 

 住民が安全かつスムーズに施設利用が可能となる動線・屋外空間をつくる。バリアフリー

やユニバーサルデザインに配慮し誰にも優しい施設とする。 

周囲の自然環境を活用し、自然と融和する拠点整備を行う。 

 駐車場、グラウンド、ゲートボール場の配置は、利用者の使い勝手に配慮しつつ、全体コ

ストにも配慮しながら、適切な配置の検討を行う。 

 交流センターの玄関前には車寄せ（又は庇等）を設け、雨天時でも乗り降りを可能とする。 

 

（６）平面・動線計画 

 諸室の特性を踏まえ、利用者の利便性、安全性、防災性に配慮し、職員の効率的かつ快適

な執務環境を可能とするレイアウトとする。 

 特に、コロナ禍での災害時の避難施設として、ゆとりのある空間の確保の必要性から、会

議室等のレイアウト変更を可能とするフレキシビリティな計画とする。 

 

（７）内外装計画 

 木材の利用は適材適所を基本とし、外部においては、雨掛りにならない部分、室内につい

ては、法規制を踏まえ、可能な限り利用する。また、幡屋財産区の木材を可能な限り活用す

る。 

 外装については、周辺景観との調和に配慮した材料・色彩計画とする。 

 

（８）防災計画 

 災害時に、市や関係機関と連携しながら被災者支援機能が発揮できる計画とする。また、

利用者が容易かつ安全に避難できる計画とする。 

 インフラ途絶に備え、自然エネルギーを活用、蓄える機能を検討し、防災備蓄品を保管す

る倉庫の計画を行う。 

 

（９）環境配慮計画 

 環境負荷低減技術の導入を図り、脱炭素社会の実現に寄与する、モデルとなる施設整備を

目指す。また、施設整備から運営、将来の施設解体に至るまでのライフサイクルコストの縮

減を図る計画とする。 

 自然エネルギー活用など環境配慮型設備については、実用性とともに来庁者へのアピー

ル及び環境啓発にも役立つよう配慮する。 

  

（１０）感染症配慮計画 

 各種感染症に配慮した設備計画とする。 
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 特に、トイレ等の感染リスクの高い共用部分では、人感センサーを採用するなど、誰もが

安全に安心して利用できる設備を計画する。 

 

２．構造計画 

（１）構造種別 【鉄骨造又は木造】【耐火建築物等】 

 平屋建ての建物が想定されることから、安全性、耐久性、耐候性、施工性を考慮しつつ、

建物重量を低減させ、低コスト化を図るため、鉄骨造又は木造で検討する。 

 なお、人の視線に入る箇所や手に触れる箇所については、木質化等により、温かみのある

空間づくりを検討する。 

 施設の計画規模から法的に耐火構造が求められる場合は、基本、鉄骨造とするが、耐火木

造の妥当性、実現性、地域経済波及効果等も十分に検討し、構造決定を行うこととする。 

 

（２）耐震性能 

 本施設は、社会教育施設に類する施設（位置・規模・構造の基準別表（９））であり、ま

た、雲南市指定の避難所であることから、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」及び「防

災拠点等となる建築物に係る後の継続ガイドライン」に基づき、以下の通り耐震グレードを

設定する。 

① 構造体の耐震分類 Ⅱ類（重要度係数 1.25） 

 Ⅱ類：大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できることを 

目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるもの。 

② 非構造部材の耐震分類 B 類 

 B 類：大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人命の 

安全確保と二次災害の防止が図られることを目標とするもの。 

③ 建築設備の耐震分類 乙類 

 乙類：大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られることを目標とす 

るもの。 

 

【参考】近年、新築した交流センターの重要度係数の設定 

施設名 延べ面積 構造種別 耐震分類（構造体） 

多根交流センター（H25 新築） 448 ㎡ 鉄骨造 １．０ 

松笠交流センター（H26 新築） 444 ㎡ 木造 定義なし 

掛合交流センター（H29 新築） 1,155 ㎡ 鉄骨造 １．２５ 

春殖交流センター（H30 新築） 610 ㎡ 鉄骨造 １．２５ 

加茂交流センター（R3 新築） 855 ㎡ 鉄骨造 １．２５ 
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 幡屋中央農村公園（雲南市大東町仁和寺２５９６番地１）は、雲南市農村公園条例に規定

する農村公園であり、農村地域住民の健康管理と体位向上に資するための休養の拠点施設

として整備されたものである。 

 トイレ棟や東屋などの建屋は老朽化が進み、いずれは修繕等の対策が必要である。 

管理については、指定管理を幡屋地区振興会で受けており、年に数回の清掃活動が行われ

ている。 

条例に基づき、公園区域の変更には手続きが必要で、特に、公園を撤去（廃止）する場合

の手続きについては、県、国の許可が必要なため、通常、１年以上の期間を要する。 

この他、条例に基づく利用制限等がある。（資料編参照） 
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【現況調査図】 

 

 計画地敷地は、砂防河川である幡屋川や遠所川に隣接する敷地であるが、雲南市防災ハ

ザードマップによると、浸水区域には該当せず、大雨による河川の氾濫等の危険性は低い

と考えられる。しかしながら、近年の異常気象からの住民不安を解消するため、なるべく

河川より離れた場所で、かつ、地盤面や建築物のフロアレベルを数十センチ高く設計する

など、浸水対策にも配慮した設計を行うこととする。 

 また、敷地内の幡屋体育館、旧幡屋中学校校舎については老朽化が激しく、今後の利用

に当たって利用者の安全性が確保できないため解体することとする。 

 農村公園については、雲南市農村公園条例に基づき管理されているものであり、継続利

用または廃止の方向性が考えられる。 

 幡屋体育館と旧幡屋中学校の敷地には０．５～１ｍ程度の高低差があるため、配置計画

や造成による事業費の増加や工事の⾧期化には十分配慮しながら設計を進める。 

 グラウンド、ゲートボール場の既存施設については、配置計画上、移転が必要な場合に

は、コストと利便性も踏まえ、合理的な配置（移設）を検討する。敷地東側には、隣家が

進入路として利用されているため、機能が維持されるよう計画する。 
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【A 案／幡屋体育館跡地】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【B 案／旧校舎跡地】 
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【C 案／グラウンド】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【D 案／中央付近】 
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 幡屋交流センター検討委員会及び幡屋交流センター建設準備委員会にて協議した結果、

配置計画及び間取りの基本的な方向性を以下の通りとする。 

 

（１）配置計画の主な方向性 

・交流センター施設の建設場所は計画敷地の中央付近とする。 

 ・既存の農村公園は廃止（農村公園条例の廃止）の方向で進める。 

 ・農村公園のトイレ、樹木等は解体・撤去し、遊具は安全点検し、再利用を検討する。 

 ・交流センターと一体的に利用できる広場を設ける。（農村公園の利活用も検討） 

 ・ゲートボール場は施設の配置により北側付近に移設し、交流センターに隣接させる。 

 ・敷地内を車で周回できる道を確保する。 

 ・別に計画する体協倉庫と消防倉庫が、駐車エリアに設けられるよう配慮する。 
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（２）求められる室機能 

室名等 求められる機能 

玄関 

・手すりやスロープの設置（ユニバーサルデザインの徹底） 

・開放感のある入りやすい玄関 

・財産区の木材を利用した幡屋地区の PR 

大会議室 

（小会議室×４） 

・複数の会議室に分割できる 

・避難所として広々とした空間 

・屋外テラスや広場の一体利用 

・軽スポーツのできる床の仕様（木、ラバー、タイルカーペット等） 

・朝日の取り入れも考慮し、東面に設ける 

和室 ・調理室と行き来ができる 

調理室 

・調理台は最低２台 

・作業台を２台程度 

・充実したコンセント、大き目のシンク、外流し等の設備設置 

・和室と行き来ができる 

多目的室 

（ふれあいホール） 

・図書コーナー 

・読書が可能なスペース 

・キッズスペースの設置 

・掲示物の掲示や企画展示が可能な壁面 

・Wi-Fi の使える環境 

・休日でも利用できる仕様 

事務室 
・相談室の設置 

・将来的な職員増にも対応したゆとりのある空間 

倉庫 
・防災備蓄倉庫（屋内・外の両方から利用可能）の整備 

・小屋裏や床下空間の利用によるデッドスペースの有効利用 

トイレ 
・屋外からも利用可能（内部トイレとは分離） 

・女子便器の数を多めに設定 

その他 

・ウッドデッキ（擬木）設置と広場とのつながり確保 

・内装や家具は可能な限り幡屋財産区の木材を利用（食器棚や書

架等） 

・折畳テーブル、折畳椅子等の新たな備品整備 

・玄関前に車寄せを整備 
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○雲南市農村公園条例 

平成１６年１１月１日 

条例第２２２号 

改正 平成１８年７月３１日条例第４６号 

平成１９年６月２７日条例第３８号 

平成３０年３月２６日条例第１２号 

（設置） 

第１条 雲南市における農村地域住民の健康管理と体位向上に資するための憩いと休養の

拠点施設として、雲南市農村公園（以下「農村公園」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 農村公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。 

（管理） 

第３条 農村公園は、常に良好の状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に

運用しなければならない。 

（利用の承認） 

第４条 農村公園の施設又は附属設備を利用しようとする者（以下「利用者」という。）は、

あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

（利用の制限） 

第５条 市長は、農村公園の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を許可

しない。 

(1) 公共の秩序及び善良なる風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。 

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認

めるとき。 

(3) 管理上支障があると認めるとき。 

（利用） 

第６条 利用者は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意を持って

利用しなければならない。 

２ 市長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の承認

を取り消し、利用を停止させ、又は退去を命ずることができる。 

３ 前条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたときは、利用の承認を取り消

し、利用を停止させ、又は退去を命ずることができる。 

４ 偽りその他不正の手段により許可を受けた事由が判明し、又は生じたときは、利用の承

認を取り消し、利用を停止させ、又は退去を命ずることができる。 

５ 前項の措置によって利用者が損害を受けた場合においても、市は、補償の責任は負わな

い。 

（使用料の額） 



29 

 

第７条 農村公園の使用料は、徴収しない。 

（行為の禁止） 

第８条 農村公園において、次に掲げる行為を行ってはならない。 

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。 

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。 

(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。 

(4) はり紙その他広告物を掲示し、又は散布すること。 

(5) ごみその他の汚物を捨てること。 

(6) 指定された場所以外に立ち入り、又は車両等を乗り入れること。 

(7) みだりに火気を取り扱うこと。 

(8) その他管理に支障があると認める行為をすること。 

（行為の制限） 

第９条 農村公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなけれ

ばならない。 

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。 

(2) 興行を行うこと。 

(3) 公の機関以外の者が主催する集会、競技会、展示会その他これに類する行為を行う

ため、敷地の全部又は一部を独占して利用すること。 

（損害賠償） 

第１０条 利用者が故意又は過失により、施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによ

って生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める

ときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。 

（指定管理者による管理） 

第１１条 農村公園の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３

項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」とい

う。）に行わせることができる。 

２ 前項の規定により農村公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第４条、第５条、第

６条及び第９条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。 

（指定管理者の業務） 

第１２条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 

(1) 施設等の維持管理に関する業務 

(2) 施設等の使用許可に関する業務 

(3) その他市長が定める業務 

（委任） 

第１３条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成１６年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の大東町農村公園設置条例（昭和６３年大東

町条例第１号）、三刀屋町農村公園の設置及び管理に関する条例（昭和６３年三刀屋町条

例第７０８号）又は吉田村農村公園設置条例（昭和５９年吉田村条例第２１号）の規定に

よりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた

ものとみなす。 

附 則（平成１８年７月３１日条例第４６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年６月２７日条例第３８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２６日条例第１２号） 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

名称 位置 

城山農村公園 雲南市大東町下佐世１２４番地５ 

幡屋中央農村公園 雲南市大東町仁和寺２５９６番地１ 

川井農村公園 雲南市大東町川井１８２番地 

塩田農村公園 雲南市大東町篠淵７９６番地３ 

須賀農村公園 雲南市大東町須賀２９１番地３ 

下久野農村公園 雲南市大東町下久野５１番地１４ 

里坊農村公園 雲南市三刀屋町里坊６８番地 

粟谷農村公園 雲南市三刀屋町粟谷５６番地２ 

給下農村公園 雲南市三刀屋町給下４４３番地 

中野農村公園 雲南市三刀屋町中野２５７番地２ 

伊萱農村公園 雲南市三刀屋町伊萱１７８番地 

大吉田農村公園 雲南市吉田町吉田３２１６番２ 

曽木農村公園 雲南市吉田町曽木３７２番３ 

川手農村公園 雲南市吉田町川手３１７番１ 

吉田農村公園 雲南市吉田町吉田３３１４番地２ 
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○アンケート調査結果 
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○雲南市農村公園条例 
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